
 
 

 

一 

 
 

 

国
有
財
産
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
台
帳
に
お
い
て
は
、
国
有
財
産
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る 

 

時
価
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
時
価
を
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ 

 

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
、
「
説
明
書
」
の
下
に
「
並
び
に
国
有
財
産
の
現
在
額
を
口
座
別 

に
記
載
し
た
調
書
」
を
加
え
、
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
国
有
財
産
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
年
度
以
後
の
会
計
年
度
末
現
在
の
国
有
財
産
に
つ
い
て 

 

適
用
し
、
平
成
九
年
度
以
前
の
会
計
年
度
末
現
在
の
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
国
有
財
産
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
度
以
後
開
会
の
国
会
の
常
会
に
報
告
さ
れ
る
国
有 



 

 
 

 

二 

 
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
年
度
開
会
の
国
会
の
常
会
に
報
告
さ
れ
る
国
有
財
産
増
減
及 

 

び
現
在
額
総
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

国
有
財
産
の
現
況
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、
国
有
財
産
台
帳
に
お
い
て
は
、
国
有
財
産
に
つ
い
て
、
毎
会
計
年
度
末
現
在

に
お
け
る
時
価
を
付
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 
 

 

五 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
二
百
六
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


